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みなとさかい交流館常駐警備業務仕様書 

 

１ 業務の名称 

みなとさかい交流館常駐警備業務 

 

２ 業務の履行期間 

令和６年４月 1日から令和 11年３月 31日まで 

 

３ 業務の履行場所等 

（１）業務の履行場所 

みなとさかい交流館 建物（鳥取県境港市大正町 215番地） 

みなとさかい交流館 駐車場（鳥取県境港市浜ノ町 120番地） 

（２）敷地面積 （建物）2301.38㎡（駐車場）2,778.74㎡ 

（３）建物の延べ床面積 3919.39㎡ 

 

４ 業務の概要 

みなとさかい交流館において、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号。以下「法」という。）第２条第

１項第１号に規定する警備業務及び警備業務に付随する業務を行う。警備業務対象施設は、３（１）

に定める業務の履行場所のとおりとする。 

 

５ 総則 

（１）業務の履行に当たっては、法、警備業法施行令（昭和57年政令第308号）、警備業法施行規則（昭

和58年総理府令第１号。以下「規則」という。）、その他の警備関係法令等を遵守しなければならな

い。 

（２）業務は、法第４条の規定による都道府県公安委員会の認定を受けている者（主たる営業所が鳥取

県外に所在する場合は、法第９条の規定により鳥取県公安委員会に営業所の届出をしている者）に

発注する。 

（３）受注者は、法第５条第２項の規定により都道府県公安委員会が交付した認定証（以下「認定証」

という。）の写しを境港管理組合（以下「発注者」という。）に提出しなければならない。 

（４）受注者は、認定証の記載事項に変更があった場合（認定の更新を含む。）は、遅滞なく発注者に報

告しなければならない。 

（５）受注者は、契約締結後速やかに業務責任者を選任し、様式１「業務責任者選任（変更）通知書」

により発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも同様とする。 

 

６ 常駐警備員 

（１）受注者は、法第２条第４項に規定する警備員（以下「常駐警備員」という。）を業務の履行場所に

派遣しなければならない。 



（２）受注者は、７（１）に定める業務時間中は、発注者又は外部からの連絡、通報等に対応できる体

制を確保し、常駐警備員を迅速に支援しなければならない。 

（３）常駐警備員は、次のア及びイのいずれにも該当する者でなければならない。 

  ア 法第14条第１項の規定に該当しない者 

  イ 次の（ア）から（ウ）までのいずれかに該当する者 

  （ア）法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者 

  （イ）法第23条第４項に規定する合格証明書の交付を受けている者 

  （ウ）規則第38条第２項に規定する基本教育を受けた者 

（４）常駐警備員は、７（１）に定める勤務時間内は、法第16条第２項の規定により受注者が鳥取県公

安委員会に届け出た服装を着用しなければならない。 

（５）規律の保持及び守秘義務 

  ア 常駐警備員は、その責務を自覚し、誠実かつ厳正に業務を遂行するとともに、発注者の信用を

傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。 

  イ 常駐警備員は、業務の履行に当たって知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

（６）警備員名簿 

ア 受注者は、常駐警備員の氏名等について、契約締結後直ちに、様式２「警備員名簿」にて、発

注者に報告しなければならない。 

イ 受注者は、常駐警備員に異動等があった場合は、異動後の事項について、遅滞なく発注者に報

告しなければならない。 

 

７ 業務日及び業務時間、業務方法等 

（１）業務日及び業務時間 

業務日及び業務時間は次の表に掲げるとおりとする。 

業務日 業務時間 

年間（無休） 午前７時30分から午後10時00分まで 

（２）業務方法 

ア 受注者は、業務時間中は、常駐警備員を１人以上勤務させなければならない。 

イ 常駐警備員は、勤務時間内は、巡回時を除き、原則として８（１）に定める警備員室に駐在し

なければならない。 

（３）各月の出勤計画 

ア 受注者は、各月の常駐警備員の出勤計画について、当該業務を履行する月の前月 25 日までに、

発注者に提出しなければならない。 

イ 提出様式は、様式３「警備員出勤計画表」とする。ただし、様式３に記載されるべき事項を記

載していれば、他の様式による提出で差し支えない。 

（４）警備日報 

  ア 常駐警備員は、実施した警備の内容を警備日報（以下、「日報」という。）に記録しなければな

らない。 

  イ 日報の様式は、様式４「警備日報」とする。 

 



８ 施設の利用 

（１）発注者は、業務に必要な警備員室（１階）を受注者に無償で使用させる。 

（２）受注者は、業務に使用する資機材等を警備員室に保管しなければならない。 

 

９ 常駐警備員が実施する業務の内容 

（１）一般事項 

この仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通

仕様書（令和５年版）」による。 

（２）業務 

常駐警備員が実施する業務は、次のアからシまでのとおりとする。各業務の詳細は、10から 19ま

でに定めるとおりとする。 

ア 施設内外の巡回及び監視 

イ 出入口等の開錠及び施錠 

ウ 鍵の管理等 

エ エスカレーターの稼働管理 

オ 来館者の安全確保 

カ 機械警備業者との連携 

キ 盗難、火災等の予防 

ク 遺失物（忘れ物、落とし物）の受付 

ケ 緊急時の対応 

コ 施設の維持管理 

サ 業務の履行状況報告等 

シ その他、発注者が別に定める事項 

 

10 施設内外の巡回及び盗難、火災等の予防 

（１）施設内外の巡回及び監視 

   常駐警備員は、盗難、火災等を予防するため、施設内外を巡回及び監視し、その状況を日報に記

録しなければならない。 

（２）巡回の回数 

巡回の回数は、毎日８回以上とする。 

（３）巡回時の注意事項は、次のとおりとする。 

ア 携帯電話を携行しなければならない。 

イ 警備員室前に、館内巡回中である旨を表示しなければならない。 

（４）巡回時の点検事項 

  ア 常駐警備員は、毎日最終巡回時までに、施設の窓及び扉（各テナント出入口含む）が完全に閉

めて施錠されていることを点検し、実施されていない場合は、確実に実施しなければならない。 

イ 常駐警備員は、ストーブ、たばこ等、火気の異常及び不審物等がないことを確認しなければな

らない。 

 



（５）常駐警備員は、次の①から④までの事項を日報に記録しなければならない。 

  ①巡回開始時刻、②巡回終了時刻、③巡回実施者、④巡回中の異常の有無、 

 

11 出入口等の開錠及び施錠 

（１）施錠及び開錠 

ア 常駐警備員は、建物及び駐車場出入口の施錠及び開錠を下記の時刻に行わなければならない。 

対象区域 開錠時刻 施錠時刻 

建 物 午前７時 30分 午後７時 30分 

駐車場 午前７時 30分 午後９時 30分（北側） 

午後 10時 00分（南側） 

イ アの定めにかかわらず、発注者から特段の指示があった場合は、常駐警備員はその指示に従わ

なければならない。 

（２）施錠中の注意事項 

常駐警備員は、施錠中の出入口に施錠中である旨及び他出入口への案内を表示しなければならな

い。 

 

12 鍵の管理等 

（１）鍵の管理 

常駐警備員は、出入口、階段等の鍵を所定の場所で厳重に管理しなければならない。 

（２）鍵の貸出し 

鍵の貸出しについて、発注者から特段の指示があった場合は、常駐警備員はその指示に従わなけ

ればならない。 

 

13 エスカレーターの稼働管理 

（１）エスカレーターの稼働時間 

エスカレーターの稼働時間は、発注者が別途指示するとおりとする。 

（２）エスカレーターの稼働操作 

ア 常駐警備員は、稼働時刻に、エスカレーターの稼働停止解除の操作を行わなければならない。 

イ 常駐警備員は、稼働終了時刻に、エスカレーターの稼働停止の操作を行わなければならない。 

ウ 発注者から特段の指示があった場合は、常駐警備員はその指示に従わなければならない。 

エ ウの指示によりエスカレーターを稼働させた場合は、常駐警備員は、終了後、稼働停止の操作

を行うとともに、日報へその旨記録しなければならない。 

 

14 来館者の安全確保 

（１）来館者への応対 

  ア 常駐警備員は、来館者への応対に当たって、礼儀や良識等を失することなく、服装、言動等に

十分注意しなければならない。 

  イ 常駐警備員は、来館者の安全に注意を払うとともに、傷病人発見の際は速やかに発注者へ連絡

し、連携して応急的な救護にあたらなければならない。 



（２）不審者等への対応 

常駐警備員は、施設内に不審者等を発見した場合は、関係機関への通報等適切な措置を講じ、そ

の状況を日報に記録しなければならない。 

 

15 機械警備業者との連携 

（１）機械による警備 

ア 発注者は、法第２条第５項に規定する機械警備業務を、発注者が別に通知する業者（以下「機

械警備業者」という。）に発注している。 

イ 常駐警備員は、機械警備業者と連携協力して警備を行わなければならない。 

ウ 常駐警備員は、下記のとおり機械による警備の稼働開始及び終了のシステム操作を行わなけれ

ばならない。 

対象区域 稼働開始時刻 稼働終了時刻 

共用部分 午後 10時 00分 午前７時 30分 

２階展示ホール周辺 午後５時 00分 午前７時 30分 

エ 警備業務用機械装置が異常を感知したため、機械警備業者から連絡があった場合は、常駐警備

員は、必要な対応を執り、次の①から③までの事項を日報に記録しなければならない。 

①機械警備業者から連絡があった時刻、②連絡内容、③対応状況 

   

16 遺失物（忘れ物、落とし物）の受付 

（１）常駐警備員は、業務時間内に受付した遺失物（忘れ物、落とし物）は、一定期間警備室にて保管

後引取りがないものは、発注者作成の「拾得物件提出書」を添えて、最寄りの交番に提出しなけれ

ばならない。 

（２）常駐警備員は、遺失物を受付した場合は、その処置内容について日報に記録しなければならない。 

 

17 緊急時の対応 

（１）緊急時の対応 

 ア 常駐警備員は、突発的な事件若しくは事故が発生した場合又は緊急を要する連絡を受けた場合は、

直ちに応急の措置を執り、「みなとさかい交流館入居者緊急連絡名簿」に記載する該当担当者に連絡

してその指示を受けなければならない。 

 イ 事故発生時は、常駐警備員は「事故等緊急時連絡体制」に基づく措置を執らなければならない。 

 ウ 「みなとさかい交流館入居者緊急連絡名簿」及び「事故等緊急時連絡体制」は、発注者が別途交

付する。 

（２）地震又は火災発生時の対応 

常駐警備員は、地震又は火災が発生した場合は、「みなとさかい交流館消防計画」に基づき、対応

しなければならない。なお、「みなとさかい交流館消防計画」については、発注者が別途交付する。 

 

18 施設の維持管理 

（１）常駐警備員は、不点球の取換え等施設内外の簡易な設備保守及び環境整備を行わなければならな

い。 



（２）常駐警備員は、発注者からの指示により、各種機械設備の操作を行う場合がある。 

（３）常駐警備員は、発注者からの指示により、各種施設管理事項等について実施する場合がある。 

 

19 業務の履行状況報告等 

（１）常駐警備員は、業務が終了したときは、翌朝日報の提出により、業務の履行状況を発注者に報告

し、確認を受けなければならない。なお、必要があれば、口頭による報告を付け加えることができ

る。 

（２）常駐警備員は、後任の常駐警備員に業務の履行状況を報告し、業務を円滑に引き継がなければな

らない。 

 

20 費用負担 

（１）業務の履行に必要な機械器具類、消耗品類は、受注者の負担において準備する。 

（２）常駐警備員の制服その他業務に附帯する経費は、受注者が負担する。 

（３）業務の履行に必要な電気、水道、電話等については、業務に必要な限りにおいて、発注者が負担

する。 

（４）警備員室の維持管理に要する経費は、発注者が負担する。 

 

21 委託料の支払 

（１）受注者は、各月の業務完了後、業務完了報告書を発注者に提出するものとする。 

（２）委託料の請求金額及び請求時期は、契約締結時に定める「支払計画表」による。 

（３）発注者は、正当な請求書を受理した日から起算して 30日以内に委託料を受注者に支払う。 

 

22 その他 

（１）業務の引継ぎ 

ア 業務の履行期間中又は契約満了時に受注者が変更された場合、新たにこの業務を履行する者

が業務を履行するに当たり、その連絡調整を求めてきたときは、新たにこの業務を履行する者

が業務を迅速かつ円滑に履行できるよう協力しなければならない。 

イ これに係る費用の一切は引継前の受注者が負担する。 

（２）疑義 

   この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と

受注者が協議して定める。 



23 提出書類 

番号 書類の名称 様式 提出時期 備考 

１ 認定証の写し  入札参加資格確認書提出時  

２ １の認定証の記載事項の変更、更新  変更（更新）後遅滞なく  

３ 業務責任者選任通知書 様式１ 契約締結後直ちに  

４ ３の責任者の変更 様式１ 変更後遅滞なく  

５ 警備員名簿 様式２ 契約締結後直ちに  

６ ５の名簿の変更 様式２ 変更後遅滞なく  

７ 警備員出勤計画表 様式３ 当該業務を履行する月の前月

25日まで 
 

８ 警備日報 様式４ 業務終了翌朝  

 



様式１ 

業務責任者選任（変更）通知書 

 

 境港管理組合 管理者 様 

            

 

 次のとおり業務責任者を選任（変更）したので通知します。 

 令和  年  月  日 

            受 注 者 住 所  

                   名 称  

                    代 表 者 
 
 
 
 

※以下の書類を本書に添付すること。 

・ 受注者との雇用関係を証するもの（雇用保険被保険者証の写し等） 

  （※健康保険被保険者証の写しの場合は、その被保険者等記号、番号等にマスキングを施すこ

と。） 
 
 

委 託 業 務 の 名 称 みなとさかい交流館常駐警備業務 

委 託 業 務 の 場 所 みなとさかい交流館（鳥取県境港市大正町215番地） 

履 行 期 間 令和６年４月１日から令和11年３月31日まで 

業 務 責 任 者 氏 名  



様式２

境港管理組合 管理者　様

受注者

番号 区分 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

八～十一　（略）

　また、区分Ｃの者は、全員、警備業法施行規則第３８条第２項に規定する基本教育を受けた者です。

【参考】

法第３条　次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 

一　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

２　警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。 

三　最近５年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正
行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者

四　集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる
相当な理由がある者

法第１４条　１８歳未満の者又は第３条第１号から第７号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない。 

住所又は所在地

商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

代表者職氏名

警備員の氏名（ふりがな）

警　備　員　名　簿（　　　年　　月現在）

　　　Ｂ…法第２３条第４項に規定する合格証明書の交付を受けている警備員

　　　Ｃ…その他の警備員

　２　契約締結後、直ちに提出すること。

　３　警備員に異動等があった場合は、異動後の事項について、遅滞なく提出すること。

　上の者は、全員、警備業法（以下「法」という。）第１４条第１項の規定に該当しない者です。

六　アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

七　心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

二　禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算
して５年を経過しない者

五　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第１２条若しくは第１２条の６の規定による命令又は同法第１２条の４第２項の規定による指示を受
けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して３年を経過しないもの

注１　区分欄には、次の区分に応じて、Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかを記載する。

　　　Ａ…法第２２条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員



様式３

日 曜

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 注１　毎月２５日までに、翌月分を報告すること。　
　２　報告した計画に変更があった場合は、「変更がある場合」欄に記入し、速やかに報告すること。
　３　この様式に記載されるべき事項が記載されてあれば、他の様式での報告でも可。

備考

警　備　員　出　勤　計　画　表

（　　　年　　　月）

警　　　備　　　員　　　名 変 更 が あ る 場 合

住所又は所在地

商号又は名称

代表者職氏名

境港管理組合　管理者　様

日



様式４

　警備員氏名

異常有無 異常有無

無・有 無・有

無・有 無・有

無・有 無・有

無・有 無・有

　　○不点球取り換え⇒

　○３F（残・出）　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

検　印

令和　　　年　　　月　　　日　　　曜日　　天候（　　　　　）AM　　　：　　　～PM　　　：

業　　務　　報　　告

業　　者　　作　　業　　報　　告

遺　　失　　物　　（　　拾　　得　　物　　）　　処　　置　　報　　告

特　　記　　事　　項　　報　　告

警 備 日 報

④　　　　：　　　　～　　　　：　　　

③　　　　：　　　　～　　　　：　　　

②　　　　：　　　　～　　　　：　　　

①　　　　：　　　　～　　　　：　　　

⑧　　　　：　　　　～　　　　：　　　

⑦　　　　：　　　　～　　　　：　　　

⑥　　　　：　　　　～　　　　：　　　

⑤　　　　：　　　　～　　　　：　　　

巡回時間 巡回時間

管理組合



【警備対象区域】
（単位：㎡）

敷地面積 建築面積 備　　　　　考
本館 1861.88 3334.29 境港市所有部分等含む
エネルギー棟 439.50 295.52
連絡通路（２階） － 248.99 2階からフェリーへと繋ぐ上空連絡通路

連絡通路（１階） － 40.59
JR境港駅との間の通路屋根
境港市より道路占有許可

計 2301.38 3919.39

乗降施設

本館及び機械室

駐車場 連絡通路



ＤＡＴＥＳＣＡＬＥ 施設コード 図面Ｎｏ.
工事名称

　　鳥 取 県
図　　名

課　長 担　　当 年度 所属コード係　長課長補佐 合　議参　事

１階平面図 S=1/200

女子便所

厨房

男子便所

警備員室

ＵＰ

ＥＶ

プロムナード

風除室

ＵＰ

ス
ロ
ー
プ

レストラン

風除室

ＵＰ

ス
ロ
ー
プ

ＰＳ

待合スペース

隠岐汽船事務室

境港観光案内所

和室 倉庫

ＥＰＳ ＰＳ

一畑トラベルサービス

売店

ＥＶホール

空
調
機
械
室

トイレ
多目的

トイレ

多目的

警備員室

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,0006,000 6,000

6
,
5
0
0

6
,
0
0
0

4
,
7
0
0

6
,
5
0
0

１階ピット平面図 S=1/200

moriokamegumi
多角形



ＤＡＴＥＳＣＡＬＥ 施設コード 図面Ｎｏ.
工事名称

　　鳥 取 県
図　　名

課　長 担　　当 年度 所属コード係　長課長補佐 合　議参　事

風除室

ＤＮＤＮ

風除室

ＭＲ

洗面

身障者用便所

洗面

ＵＰ

ＵＰ
ＤＮ

ＥＶ

連絡通路

ＵＰ

スローフ゜

展示ホールＢ

吹抜

女子便所

男子便所

授乳室
ｷｯｽﾞｺｰﾅｰ

ＥＰＳ ＰＳ

機械室

展示ホールＡ

展示ホールＡ感知器取付部高さ≒ＦＬ＋５ｍ

展示ホールＢ感知器取付部高さ≒ＦＬ＋５ｍ

吹抜感知器取付部高さ≒ＦＬ＋１０ｍ

ＥＶホール

6
,
5
0
0

6
,
0
0
0

4
,
7
0
0

6
,
5
0
0

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,0006,000 6,000

moriokamegumi
多角形



ＤＡＴＥＳＣＡＬＥ 施設コード 図面Ｎｏ.担　　当 年度係　長 合　議 所属コード課　長 参　事 課長補佐
工事名称

　　鳥 取 県
図　　名

PS

Ｕ

Ｄ

男子便所

廊下

女子便所
ＥＶ 応接室（１） 応接室（２）

ＥＶホール
コピー室 倉庫

湯沸

EPS

PS

多目的

倉庫入札室会議室 局長室

トイレ

6
,
5
0
0

6
,
0
0
0

4
,
7
0
0

6
,
5
0
0

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,0006,000 6,000

事務室

機械室置場(東)

電算室

moriokamegumi
多角形

moriokamegumi
多角形



ＤＡＴＥＳＣＡＬＥ 施設コード 図面Ｎｏ.担　　当 年度係　長 合　議 所属コード課　長 参　事 課長補佐
工事名称

　　鳥 取 県
図　　名

事務室

Ｄ

便所

倉庫Ｕ

休憩室

脱衣室

ﾘﾗｯｸｽﾙｰﾑ

Ｄ

男子便所

Ｕ

湯上場

浴室

脱衣室

濾過機室

ＰＳ

便所

浴室

女子便所

湯上場

階段室

ＥＶホール

ＥＶ
展示ギャラリー通路

サウナ

PS

４階平面図　Ｓ＝１/200

サウナ 浴室受付

6
,
5
0
0

6
,
0
0
0

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,0006,000 6,000

ＰＳＰＳ

moriokamegumi
多角形

moriokamegumi
楕円


